
いじめ防止基本方針

喜茂別町立喜茂別小学校



１ はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権等を著しく侵害し、人格の形

成等に甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。また、いじめは、いつでも、どこからでも、

どの児童にも起こり得るものであり、どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性を

含んである。

こうした事実を踏まえて、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な方法である」、「いじめは

どの児童でも、どの学校でも起こり得る」ことを念頭に、「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」

「いじめへの早急な対処措置」について、喜茂別小としての共通理解を図り組織的に取り組んでい

く。特に、本校においては、いじめの予防と早期発見に重点を置いて取り組み、いじめが発生して

しまった場合には、児童の尊厳を最大限に重視し、教育委員会や地域、家庭、児童相談所等の関係

機関との連携のもと、早急にいじめ根絶に向けて、組織をあげて適切な対処に全力で取り組むよう

にする。さらに、常にいじめがなく安心して生活することができる学校の実現と維持のために、い

じめ防止に係る取り組みを定期的に振り返り、改善を加えていくようにする。

２ いじめの定義

当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が

行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。 【いじめ防止対策推進法第２条より】

３ いじめ防止のための取り組み

（１）基本的な考え方

いじめの未然防止といじめのない学校づくりを最重要の取り組みとし、日々の充実した学習の中

で、子どもたちの心と感性を育み、併せて、日常的に児童の自尊感情や自己有用感を醸成していく

ことを大切にする。

（２）教職員による指導について

□校内研修の確立と情報共有の場の確立及び児童への指導の徹底

□いじめを許さない体制の確立と児童への周知

□いじめのサインの共通理解

□日常的な「分かる授業」の実践

□教員による自身の指導の振り返り

□学級経営を中心とした児童の活躍の場づくり、絆づくり

□道徳の時間を中心とした全教育活動における道徳教育の充実

□児童理解による教育活動の精選、めあての確立

□相互の授業の公開と参観等、多くの目で学級を見る機会の創造

□異学年、異世代との交流の推進 他

（３）児童に培う力とその育成に向けた取組の重点

□自尊感情と自己有用感

□規律を守った学校生活

□みずみずしい感性

□他者のよさやちがいを理解し、認め合える力

□他者の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操

□未知なるものに進んでチャレンジする力

□失敗しても何度も繰り返し取り組む力

□他者とのコミュニケーションを図る力

□規範意識、正しいことが分かる判断力

（４）いじめ防止及び早期発見と対応に向けた組織と具体的な取組

【具体的な取組】

・一人一人の活躍の場の設定（学級経営の充実）

・付けたい力を明確にした授業づくり

・学習や行動を振り返る時間の設定

・地域に根ざした価値ある豊かな体験活

動の設定

・読書活動の推進

・児童一人一人に対する理解の推進

・学習における交流の場の設定

・児童のがんばりへの積極的な評価



本校のいじめ防止等に関する措置を実効的に行うために、下記の関係者からなる「いじめ防止対

策会議」を置く。

※当該組織は、学校が組織的にいじめ防止の諸問題に取り組むにあたって、中核となる役割を担

い、いじめ防止に係る具体的な取組を行う。

※校外関係者は、重大事態が発生した場合に協力を求める。

（５）児童の主体的な取組

□児童会を中心として縦割り活動を充実させる。

□高学年を中心に、道徳の時間や特別活動等を活用して、いじめを防止する活動を推進する。

（６）家庭や地域との連携

□学校だより等で、本校のいじめ防止基本方針を周知する。

□適時または随時、学級懇談等での話し合いを行う。

□関係機関との連絡と報告を密にする。

４ 早期発見の在り方と取組～起こる前の手立てを優先に～

（１）早期発見に向けた取組

□いじめ早期発見といじめ防止に係る基本姿勢の共有

・本防止策と対応に係る考え方と具体的対応策の理解

・いじめ及びいじめ対応に対する意識の共有

□いじめ把握のためのアンケート調査（６月・１０月）

□不断の子どもたちの見取り情報交換

・日常の授業の充実

・自己有用感と自尊感情の醸成

・職員会議等における学級間交流の充実

（２）早期発見に係る組織

□教職員間の情報交換

・こまめな不断の情報交換

・職員会議や打合せでの児童の情報交流

・保健室や支援員からの情報提供とその共有

□教育相談体制

・心配される児童への定期的な相談の実施

・スクールカウンセラーによる相談体制の確立と教頭をはじめとする担当への報告・連絡・相

談の徹底

□特別支援コーディネーター

・児童の実態把握と適切な指導への助言

・支援が必要となる児童への個別の対応対策づくり

□保護者からの訴えに係る窓口の一本化

・教頭を窓口として、いじめの通報や情報に対応

・全職員への報告と周知

（３）家庭や地域との連携

喜茂別小学校「いじめ防止対策会議」（いじめ防止対策推進法第２２条に基づく必置組織）
○校内職員：校内いじめ対策委員～校長、教頭、生徒指導担当、養護教諭
○校外関係者：ＰＴＡ会長、保健士、人権擁護委員、喜茂別駐在所長 （スクールカウンセラー）

【具体的な取組】
□本校のいじめ防止基本方針の策定 □いじめ防止基本方針に沿った実践と検証
□いじめ防止基本方針の改善 □校内研修の企画・運営
□いじめに係る情報収集 □いじめ発生に係る全職員への情報提供
□第１次緊急対応会議に向けた報告の準備 □第１次緊急対応会議への引き継ぎ



□家庭との連携

・学校だよりや学級通信による子どもたちの活動の広報

・いじめに係る学校の考え方の周知（学校だよりや参観日、ＰＴＡの諸会議等で）

□地域との連携

・学校だよりによる教育活動の広報と周知

・通学時の巡回等を活用した児童の実態の情報交換

《↓早期発見につながる子どものサイン↓》

場 面 観察の観点（※印は，無理にやらされている可能性があるもの）

朝の会
□遅刻・欠席が増える。 □始業ギリギリの登校が多い。

□表情がさえず、うつむきがち。 □出席確認（健康観察）の際、声が小さい。

□忘れ物が多くなる。 □涙を流した気配が感じられる。

授業の開始 □用具・机・椅子等が散乱している。 □周囲が何となくざわついている。

□席を替えられている。 □一人だけ遅れて教室に入る。

□正しい答えを冷やかされる。 □グループ分けで孤立しがちである。

□発言に対し、しらけや嘲笑が多い。 □保健室によく行くようになる。

授業中 □責任ある係の選出の際、冷やかし半分に名前が挙げられる。

□ひどいあだ名で呼ばれる。 □ノートや教科書を見られないようにする。

□※ふまじめな態度で授業を受ける。 □※ふざけた質問をする。

□一人でいることが多い。 □集中してボールを当てられる。

□わけもなく階段や廊下を歩いている。 □遊びの中で、いつも同じ役をしている。

休み時間 □用事もないのに職員室や保健室等に来る。

□遊びの中で孤立しがちである。 □プロレスごっこで負けることが多い。

□※大声で歌を歌う。 □※仲良しでもない者とトイレに行く。

□食べ物にいたずらされる。 □嫌われるメニューの時に多く盛られる。

給食時間 □グループで食べるとき、席を離している。

□その子どもが配膳するといやがられる。□※好きなものを級友に譲る。

□目の前にゴミを捨てられる。 □最後まで一人でする。

清掃時間 □机や椅子がぽつんと一つ残る。 □※サボることが多くなる。

□※人の嫌がる仕事を一人でする。

□衣服が汚れたり髪が乱れたりしている。

放課後 □用事がないのに学校に残っている日がある。

□顔にすり傷や鼻血の後がある。 □部活動に参加しなくなる。

□急いで一人で帰宅する。 □※他の子の荷物を持って帰る。

□活気がなく、おどおどしている。 □視線を合わせない。

動作や □教師と話すとき不安な表情をする。 □さびしそうな暗い表情をする。

表情 □手遊び等が多くなる。 □※言葉遣いが荒れた感じになる。

□委員や係を辞めたいと言うなど、やる気を失う。

□独り言を言ったり、急に大声を出したりする。 等

持ち物 □教科書等にいたずら書きをされる。

服 装 □刃物，危険なものを所持するようになる。

□持ち物、靴、傘等を隠される。 等

□日記、作文、絵画等に気にかかる表現や描写が現れる。

□飼育動物や昆虫等に残虐な行為をする。

その他 □下駄箱の中に嫌がらせの手紙が入っている。

□教科書、教室の机、掲示板や掲示物、写真等に落書きがある。

□教材費、写真代等の提出が遅れる。



□インターネットや携帯電話のメールに悪口を書き込まれる。

□※校則違反、万引き等の問題行動が目立つようになる。 等

□衣類の汚れや破れが見られ、よくケガをしたりしている。

□部屋に閉じこもりがちになり、ため息をついたり、涙を流したりする。

□転校を口にしたり、学校をやめたいなどと言い出したりする。

家庭での □登校時刻になると、頭痛、腹痛、吐き気などの身体の不調を訴え、登校をしぶる。

サイン □不審な電話や嫌がらせの手紙が来るようになる。

□友だちからの電話で、急な外出が増える。

□言葉遣いが荒くなり、親や兄弟などに反抗したり八つ当たりしたりする。

□食欲がなくなったり、体重が減少したりする。 等

□登下校中に特定児童が他の児童の荷物等を過度に持つ。

□一人だけ離れて登下校している。

地域での □故意に遅れて登下校している。

サイン □公園や空き地等で、一人の子を何人かで取り囲み、言い合ったり小突いたりしている。

□コンビニや地区の商店街で、物品や飲料水をおごらされている。 等

５ いじめに対する具体的な措置 ～早期かつ即時対応＆組織的対応～

（１）素早い事実確認

①速やかな報告の徹底

・情報受信者 → 担任 → 生活指導担当 → 教頭 → 校長のルートで情報や現状を直ちに報告

する。

・情報受信者を中心に、直ちに「いじめ発見報告書」【様式１】を作成し教頭へ提出する。

・教頭により第１次緊急対応会議を招集し、報告書の内容を周知する。

〈報告書の内容〉○日時 ○場所 ○被害児童 ○加害児童 ○内容・状況 ○情報受信者

②第１次緊急対応会議

☆子どもが発するサインは、助けを求める意思で発しているものと、無意識に発しているものとが
あります。いずれにしても，そこから子どもを救い出し、苦痛・苦悩から解放してやらなければな
りません。「いじめはない」「それはいじめではない」と否定的な受け止め方をすることなく、子ど
もに寄り添い、子どもの困り感を共有するところからいじめへの認識を持つようにすることが大事
です。

【独自判断は禁物！素早く対応】

×「様子を見よう」「わるふざけだろう」「単なるけんかだろう」・・・の考えは捨てる。

□「いじめは絶対許されないもの」との認識に立つ。

□「早期かつ即時対応」と「組織的対応」の認識に立つ。

□「いじめられている子どもの側に立つ」ことを大前提にして判断する。

□ 「小さい芽を小さいうちに摘む」ことを重視する。



③事実確認の実施

（２）組織的対応について

「第１次緊急対応会議」（当該児童に聞き取りする前に事実確認を進めるための会議）

（１）構成

○校長 ○教頭 ○生徒指導担当 ○当該担任 ○養護教諭

（２）資料

□いじめ発見報告書【様式１】 □被害・加害児童の家庭環境調査表

（３）会議内容

①事実確認のための必要事項

・いじめの状況（日時、場所、人数、様態 等）

・いじめの動機や背景

・時系列での事実の把握

・被害児童と加害児童の家庭環境や日頃の言動、性格 等

・本件について家庭が知っていること

・教職員や周辺児童が知っていること

・これまでの問題行動 等

②事実確認の計画

・事実確認のための役割分担

・被害児童への聞き取り ・加害児童への聞き取り

・周辺児童への聞き取り ・該当児童保護者への連絡

③「いじめ対応に係る事実確認票」【様式２】の作成

・教頭が作成し、事実確認の際に資料として配付

第１次緊急対応会議にて確認された「いじめ対応に係る事実確認票」【様式２】をもとに

聞き取りによる事実確認を行い、聞き取り記録票【様式３】を作成

（１）被害児童への聞き取り → 当該担任、養護教諭

□教職員は被害児童の視点に立ち、「味方」となって支える立場で接する。

□いじめられている事を語りたがらない場合は、時間を重ねていくことを考慮し、

性急にならずに気持ちに寄り添って話を聞く。

（２）加害児童への聞き取り → 当該担任、生徒指導担当

□いじめを行っているときの気持ちなどについて話をさせる。

□いじめと感じていなかったり、認めようとしなかったりする場合は、威圧的にな

らず、受容的に聞く。

□「いじめは絶対許されない行為」として、けんか両成敗的な指導はしない。

（３）周辺児童への聞き取り → 当該担任、教頭

□事実を確認するこの段階では、周辺児童の行動に対する善悪の判断はしない。

□内容に矛盾がないかどうか慎重かつ多面的に検討し、事実を明らかにする。

□事実確認終了後、時と場を考慮して必要な指導を行う。

（４）被害児童保護者、加害児童保護者に対して → 教頭、当該担任

□保護者とは直に会って面談を行う。

□保護者の立場や心情に十分配慮し、現状と今後の具体的な対応を説明する。

□保護者の心配していることを明らかにして、解決に向けた今後の見通しについて

説明する。



①第２次緊急対応会議

②対応のポイント

□被害児童への対応

・つらさや苦しさに共感的理解を示す。また、いじめ防止への強い姿勢を伝える。

・具体的な解決策や加害児童の指導対応などを知らせ、不安や心配を除く。

・いじめ解決まで、学校全体で擁護することを伝える。また、今後の支援を約束する。

・自分の保護者や加害児童に対するはたらきかけについて、意志を尊重して進める。

□加害児童への対応

・行った行為やいじめの意図等について、中立の立場で冷静に確認する。

・グループへの対応の場合は、個別指導と並行して、共通理解を持って聞き取りをする。

・いじめ根絶に向けた心の涵養を図り、再発することのないような心を育てる。

・きちんとした謝罪とその方法、今後の決意を明らかにする。

・長所を意識させ、それを生かす生活の在り方や考え方について理解する。

□周辺児童への対応

・いじめの被害者の気持ちを考えさせる。いじめの卑劣さを理解させる。

・はやし立てる行為、見て見ぬふりをすることもいじめであることを再度理解させる。

・いじめを発見した場合の具体的な通報の仕方について再度確認をする。

・「いじめを止める、知らせる」行為がいかに正義に基づいた勇気ある行為であるかについて

指導する。

□被害児童保護者への対応

・確認した事実関係を正確に伝える。必要な場合は、学校としての謝罪を行う。

・再発防止策、支援方針、今後の対応について、具体的に説明し不安を除く。

・学校と家庭の今後の対応について、共通理解を持つ。

□加害児童保護者への対応

・確認した事実関係を正確に伝える。

・今後の学校としての対応について説明し、共通理解を得る。

・謝罪について相談の上、確認する。

「第２次緊急対応会議」による指導方針及び指導体制の決定

□第１次緊急対応会議のメンバーで具体的な指導方針と対応策を決定

・被害児童、加害児童、周辺児童、両保護者への指導方針と具体的対策を決定し

担当を明らかにする。

□実際の対応 → 対応記録票【様式４】にまとめる

①被害児童への対応 → 当該担任、養護教諭

②加害児童への対応 → 当該担任、生徒指導担当

③周辺児童への対応 → 当該担任、教頭

④該当児童保護者への対応 → 教頭、担任

※いじめ解消を確認するまで対応を継続する。

☆ 全て時系列で記録を取ります。また、複数で対応することを原則とします。
☆ 完全ないじめ解消を、全教職員で確認します。



６ 重大事態への対処

（１）調査組織の設置と調査の実施

□本校第１次緊急対応会議のメンバーを母体に、各関係機関に支援と協力を仰ぐ。

□具体的な調査組織の構成員については、喜茂別町教育委員会の指示を仰ぐ。

（弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家、スクールカウンセラー 等）

（２）校内の連絡と報告体制

□校内における連絡・報告体制は、第１次緊急対応会議の報告体制に基づいて行う。

（３）重大事態の報告

□重大事態の事実関係、その他必要な情報等について直ちに喜茂別町教育委員会に報告する、

（４）外部機関との連携

□喜茂別町教育委員会の指示のもとに、喜茂別駐在所、児童相談所と連携を図る。

□指示のもとに、事実関係の調査や事後対応、発生の防止等について具体的な対応を行う。

７ 校内研修

（１）いじめに関する研修の基本的な考え方

□児童の道徳性や道徳的な実践力の向上に係る研修を大切にする。

□児童一人一人が認め合い、育ち合えるような授業実践に係る研修機会の場を設定する。

（２）具体的な取組

□いじめの理解、本校のいじめ発見や組織的な対応の在り方、基本方針の周知を目的とした研

修会を行い、教職員の理解を図る。

□教頭を中心に、いじめ防止に係る研修機会の広報に努める。また、研修を受けた教員より研

修内容を報告してもらう。

８ 学校評価

（１）いじめ問題への対応と評価の基本的な考え方

□児童に対しては、自分の学校生活をふり返って、定期的に学習や学校生活における心の在り

様を中心にアンケート調査を行うようにする。その際は、学年に応じわかりやすい設問の設

定にこころがける。

□保護者に対しては、授業参観等での面談を通して、広くこまめに情報を得るようにする。

【ネットいじめへの対応】

□ネット上に本校及び本校児童に係る不適切な書き込み等（名誉毀損、プライバシー侵害、謗

中傷等）を発見した場合は、直ちに削除する措置をとる。その際は、喜茂別駐在所や札幌法

務局倶知安支局等の協力を求める。児童の生命や財産等に重大な被害が生じる恐れがあると

きは、直ちに喜茂別駐在所、倶知安警察署に通報し、適切な支援を求める。喜茂別町教育委

員会に報告するとともに、町内小中学校にも連絡を入れる。

□情報セキュリティーポリシーに係る学習会を児童と保護者に実施し、情報モラル教育を進め

る。児童に対しては、第５及び第６学年の道徳において、保護者に対しては、ＰＴＡと連携

して、最新のネット社会の現状と課題を伝えていくようにする。

【いじめによる重大事態】 いじめにより～

□当該児童の生命、心身又は財産に重大な事態が生じた疑いが認められたとき

□当該児童が相当の期間（年間３０日を目安とする）学校の欠席を余儀なくされているとき

□児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき

〈重大事態と想定されるケース〉

◆児童が自殺を図った場合 ◆身体に重大な傷害を負ったとき

◆金品等に重大な被害を被ったとき ◆精神性の疾患を発症したとき



□教職員に対しては、日々の教育実践と児童への向き合い方について聞き、課題となる事項を

とらえ改善に取り組めるようにする。

□学校評価等を通して得た情報のうち、緊急性のある事案については即時に対応し改善を図る。

（２）家庭や地域との連携

□学校だより等で学校評価の分析結果やいじめに係る実態を示し、いじめ防止や対応に係る学

校の方針を伝えるようにする。

□家庭や地域よりいじめの情報があった場合には、いじめ防止対策会議を機能させ、事実関係

把握と早期解決に向けた対応を行う。

（３）ＰＤＣＡサイクルによるいじめ防止に係る学校体制の推進

□基本方針に基づく評価を定期的に行い、計画・実行・検証・改善を行う。

・短期評価→日常観察や情報交換等により、児童の実態や対応体制等を確認、改善

・中期評価→児童へのアンケート調査等を実施し、各期間の実態や変容をとらえ、対応や体

制等を改善

・長期評価→短、中期評価をもとに、次年度のいじめ関連方針等を精査、改善

９ その他

（１）ゆとりをもち、児童と向き合える時間の創出

□本校の教育活動や校務の精選を図り、児童と対話できる時間、児童の指導改善に役立てる時

間を創出することに努める。

□校務分掌の適正化を図り、業務分担の均等化に努める。

□取り出し指導や課外学習など、授業支援のサポート体制を整備する。

（２）学級づくりの充実

□「学習指導力」「生徒指導力」「特別支援教育力」の向上を念頭に置き、日々の研鑽に努める。

□目標と付けたい力を明確にして、日々の授業と生徒指導に取り組む。

□日々の実践を謙虚にふり返り、常に改善に努める。

（３）スポーツ少年団等との連携

□スポーツ少年団等での活動も子どもの健全な成長に大変役立つこととしてとらえ、各団等の

関係保護者を通して連携や共通理解を図る。



１０ 主な取組の年間計画

月 いじめ防止対策 主な学校行事 学校評価 備 考

４ ○第１回「いじめ防止対策会議」・始業式、入学式 ◇評価計画 ＊喜茂別小学校いじめ防

○学級開き ・参観日 止の基本方針周知

○保護者との教育相談 ・家庭訪問 ＊学級開きにていじめを

○児童の実態交流 許さない姿勢の明示

＊保護者懇談の活用

５ ○児童会活動によるいじめ防止 ・修学旅行 ◇学級経営交流 ＊修学旅行や運動会にお

への呼びかけ けるグループ編成への

配慮

６ ○いじめのアンケート調査① ・運動会 ＊見学旅行におけるグル

○アンケート後の教育相談 ・見学旅行 ープ編成への配慮

○児童の実態交流

７ ○保護者との教育相談 ・参観日 ◇保護者アンケ ＊保護者懇談の活用

○夏季休業に向けての指導 ・１学期終業式 ート、児童ア ＊「夏休みのくらし」発

○児童の実態交流 ンケート 行

８ ○夏季休業期間の実態把握及び ・２学期始業式 ◇中間評価

児童の実態交流

９ ○児童の実態交流 ・日曜参観日 ◇学級経営交流 ＊保護者懇談の活用

○保護者との教育相談

○第２回「いじめ防止対策会議」

10 ○児童の実態交流 ・学芸会 ＊学芸会練習等に配慮

○いじめのアンケート調査②

11 ○アンケート後の教育相談

○児童の実態交流

12 ○保護者との教育相談 ・参観日 ◇保護者アンケ ＊「冬休みのくらし」発

○冬季休業に向けての指導 ・２学期終業式 ート、児童ア 行

○児童の実態交流 ンケート

１ ○冬季休業期間の実態把握及び ・３学期始業式 ◇自己評価

児童の実態交流 ・スキー授業 ◇学級経営交流

２ ○児童の実態交流 ・スキー大会

○第３回「いじめ防止対策会議」

３ ○保護者との教育相談 ・参観日 ◇学校評価結果 ＊卒業生に係る中学校と

○児童の実態交流 ・卒業式、修了式 の公表 の密な引継

○いじめ防止対策の改善



【様式１】

い じ め 発 見 報 告 書

Ｎ０ 確認事項 具 体 的 事 実

１ 発生日時（確認日時） 平成 年 月 日 （ ）

２ 発生日時（確認日時）

年 組

氏 名 （ 男 ・ 女 ）

３ 被害児童 【とらえられた被害児童の思いや発言】

年 組

氏 名 （ 男 ・ 女 ）

集団の場合 （氏名を連記）

４ 加害児童

【とらえられた加害児童の思いや発言】

【きっかけ・具体的状況・継続の有無とその長さ 等を含む】

５ 内容・状況

（聞き取り等）

６ 情報受信者



【様式２】

い じ め 対 応 に 係 る 事 実 確 認 票

ＮＯ 確 認 事 項 具 体 的 な 内 容

１ いじめの発生日時（確認日時） 平成 年 月 日 （ ）

２ いじめ発生の場所（確認日時）

３ 被害児童 年 組 氏名〔 〕（ 男・女 ）

４ 加害児童 年 組 氏名〔 〕（ 男・女 ）

５ いじめの動機やきっかけ

６ 具体的な状況

【被害児童】

７ 被害児童及び加害児童の家

庭環境 【加害児童】

８ 周辺児童からの情報

９ これまでの問題行動等

10 その他



【様式３】

聞 き 取 り 記 録 票 №（ ）

対応者氏名 〔 〕

聞き取り対象 〔 被害児童 ・ 加害児童 ・ 周辺児童 ・ 被害児童保護者 ・ 加害児童保護者 〕

具体的な聞き取り記録（ ）月（ ）日（ ） ： ～ ：

時 間 具 体 的 な 聞 き 取 り 内 容 の 記 録



〔様式４〕

対 応 記 録 票 №１

対応者氏名 〔 〕

基 本 的 な 対 応 方 針

本 事 案 に 基 づ く 具 体 的 な 対 応 方 針

具体的な対応記録（ ）月（ ）日（ ） ： ～ ：

時 間 具 体 的 な 聞 き 取 り や 指 導 内 容 の 記 録



対 応 記 録 票 №（ ）

具体的な対応記録（ ）月（ ）日（ ） ： ～ ：

時 間 具 体 的 な 聞 き 取 り や 指 導 内 容 の 記 録


